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タクシー運賃について
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タクシーの運賃制度について

■タクシーの運賃は、道路運送法に基づく国土交通大臣の認可事項となっている（注）。
■距離制運賃について、平成31年に事前確定運賃を、令和2年に一括定額運賃を、令和3年に相乗運
賃を導入する等、運賃制度の柔軟化を進めている。

距離制運賃

定額運賃

施設及びエリアに係る定額運賃

イベント定額運賃

観光ルート別運賃

時間制運賃

事前確定運賃

：旅客の乗車地点から後者地点までの実車走行距離に応じた運賃（初乗・加算）
※10km/h以下の運送に要した時間を加算距離に換算し、距離制メーターに併算する時間距離併用運賃も適用

：距離制運賃により難い運送（観光地の周遊、冠婚葬祭等）であって、営業所等で特約がある場合に適用される運賃

：特定の空港、鉄道駅等と一定のゾーンとの間の運送に適用

：イベントの開催期間中、特定の空港、鉄道駅等から開催場所に移動する旅客の運送に適用

：あらかじめ設定された観光ルートに沿った運送に適
用

：配車アプリ等を用いて乗車前に運賃額を確定する運賃。変動運賃（ダイナミックプライシング）も導入。

相乗運賃

一括定額運賃 ：定額で複数回のタクシーの利用券を一括して設定する運送に適用（定期券・回数券）

割増・割引運賃

：運送開始前に互いに同乗することを承諾する場合相乗りが可能であり、乗車距離に応じた運賃の按分を原則とする。

：深夜早朝割増、冬季割増、公共的割引（身体障害者割引等）、遠距離割引、営業的割引を設定することが可能。

基本運賃

その他

（注）供給過剰地域ではタクシー特措法が適用され、国土交通大臣が定める運賃の範囲内で運用する必要がある。

H31.4制度化

R2.11制度化

R3.11制度化

（※）事前確定運賃の場合、最大2割の割増が可能

R5.7制度化

料金

迎車回送料金

サービス指定
予約料金割増

旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用。
  需要の増減に応じ迎車料金を変動させることも可能（変動迎車料金）。

：予約によりワゴン車等を配車する場合に適用（届出）

：

車両指定配車料金

時間指定配車料金 ：旅客の指定した時間に車両を配車する場合に適用（届出）

※その他：不当な差別的取扱いをするものではなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものである場合に設定可能 2



タクシーの運賃ブロック（全国１０１地域）
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タクシーの運賃改定の手続について

① 事業者が運賃改定を申請

② 標準能率事業者の収支が赤字であるかの審査

○ 最初の申請から３ヶ月以内に、運賃ブロック内の法人全車両数の７割の申請があった場合
に②以降の手続を開始（申請が7割に達した段階で3ヶ月を待たずに審査開始）

○ 運賃ブロックの法人から、標準能率事業者（※）を抽出し（全体の５割）、その実績年度
の収支平均が赤字である場合に③以降の手続を開始

（※）費用に見合う収入を得ている等、能率的経営を行う者のこと。

③ 運賃改定率を算定

④ 消費者庁に協議／消費者委員会及び物価問題に関する関係閣僚会議に付議

○ 標準能率事業者から、保有車両数等に偏りが出ない
よう原価計算対象事業者を抽出し（10~30社程度）、
その経営に必要な営業費に適正な利潤を加えた総括原
価を求め、総収入がこれと等しくなる運賃改定率を算
出。

○ なお、特定地域・準特定地域である場合には（東京
都特別区・武三地区は後者に該当）、その協議会に意
見聴取が必要。

⑤ 公定幅運賃を公示／その１月後に施行

約３月

約６月

約２月○ 50万人以上の都市に係る場合は消費者庁協議が必要。また、一定の場合には（東京都特別区の
タクシー事業者に関係する場合等）、消費者委員会及び物価問題に関する関係閣僚会議付議が必要。
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特別区・武三交通圏の状況
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特別区・武三地区における令和４年１１月運賃改定の概要

１．改定の背景

特別区・武三地区においては、運送の効率化が図られているものの、タクシー乗務員の労働環境の改善、ユニバー 
サルデザインタクシーの導入、配車アプリ・キャッシュレス決済の導入等のサービスの質や安全性の向上のために必要
な投資を進めてきた結果、収支率が悪化しており、今後、更なるサービスの向上やタクシー乗務員の労働環境の改善
を行うために、平成 19 年以来の実質的な運賃改定（※）を行ったもの。

※平成 26 年及び令和元年に消費税率引上げに伴う改定、平成 29 年に運賃組替えあり。 

２．改定の内容

① 総括原価方式により、原価計算対象事業者（※）３０社の平成３１年実績を基に査定を行い、増収率１４．２４％を算出。
 ※年間平均実働率の水準が当該地域内の全事業者の上位80％に入る等、標準的経営を行っている事業者から選定。
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特別区・武三地区における令和４年１１月運賃改定の概要

② 改定率が増収率と等しくなるように改定後の運賃額を設定。
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特別区・武三地区における令和４年１１月運賃改定の概要
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<運賃改定を行った法人タクシー事業者の運賃届出状況（令和４年１１月３０日時点）>

普通車

距離制

上限運賃 Ｂ運賃 Ｃ運賃 下限運賃

295社（26,820両） 0社 0社 2社（175両）

<改定後の運賃の範囲>



特別区・武三地区における輸送実績の推移
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特別区・武三地区におけるタクシー乗務員数の推移
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運賃改定に関する貴委員会の御意見
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一般乗用旅客自動車運送事業（東京都特別区・武三地区）の運賃の改定案に
関する消費者委員会意見（令和４年９月１６日消費者委員会（抜粋））

１．結論
○公共料金等専門調査会は、後記３．で指摘する留意事項の対応状況等について、運賃規制全般についての
不断の見直しの状況も含めて、本改定案による運賃改定実施後、検証に必要なデータ等が整う令和6年中に、
国土交通省へのヒアリングを含めた検証を行う。

３．留意事項
（１）運賃改定に関する丁寧な周知及び実施状況の把握
○本改定案は改定率が14.24％であり、運賃の値上げ幅が小さくないものであることから、消費者の理解を得る
ための丁寧な周知が必要である。国土交通省は、今回の運賃値上げが消費者のサービス利便性の確保・向
上やタクシー乗務員の労働環境改善に資することについて、消費者に対して積極的な周知を行うべきである。
また、タクシー業界は、利用者への丁寧な情報提供・説明を行うべきである。

○事業者は、上限運賃から下限運賃までの運賃幅から選択して運賃を決定することから、国土交通省は、各
事業者の運賃届出の結果によるタクシー運賃の値上げ状況を正確に把握すべきである。また、本改定案によ
る運賃値上げが消費者に与える影響についても、国土交通省はフォローアップすべきである。

（２）消費者のサービス利便性の確保・向上
○下記の取組が進められていることが確認された。これらの取組は、消費者の利便性、快適性及び安全性を
確保し、向上させるものと評価できる。今後も、国土交通省及びタクシー業界は、地方公共団体等とも連携し、
利用者のニーズに応じて一層の取組を進めるべきである。
・ユニバーサルデザイン車両の導入やタクシー乗り場の改善
・配車アプリやキャッシュレス決済の普及
・ドライブレコーダーや先進安全自動車の導入
・その他のサービス（子育てや介護等に資するサービス）の推進

○なお、デジタル化に伴うサービスは積極的に進められるべきであるが、デジタルによるサービス利用に不慣
れな消費者が取り残されないように、国土交通省及びタクシー業界は、将来においても多くの消費者がメリット
を享受できるように十分に配慮しながら取組を進めるべきである。
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一般乗用旅客自動車運送事業（東京都特別区・武三地区）の運賃の改定案に
関する消費者委員会意見（令和４年９月１６日消費者委員会（抜粋））

３．留意事項
（３）消費者等の意見の反映
○タクシーの利便性向上に向けて、国土交通省は、同協議会のみならず、地方公共団体等との連携や消費者
からの意見聴取を不断に行う等、消費者等の意見の反映を一層進めるべきである。

（４）サービスの質・安全性の確保及びタクシー乗務員の労働環境の改善
○タクシーのサービスの質・安全性及びタクシー乗務員の労働環境は、タクシーの運賃と並んで、消費者のタク
シー利用に影響を与えるものである。

○国土交通省は、今回の運賃値上げの趣旨である、消費者のサービス利便性の確保・向上や安全性の確保、
タクシー乗務員の賃金引上げ等の労働環境の改善に適切に反映されているかについて、継続的に事業者の
監視を行うべきである。
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3.(1)運賃改定に関する丁寧な周知及び実施状況の把握
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利用者の理解を得るための取組み等

○ 運賃改定にあたり、関東運輸局において十分な期間（一ヶ月）をとってあらかじめプレスリリースを行い、広く周知
を実施、また、関東運輸局ＨＰ等において改定後運賃の公示を行った。

○ さらに、関東運輸局においては、利用者からの問い合わせに対して、丁寧な説明を実施。

国土交通省の取組み

<プレスリリース>
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利用者の理解を得るための取組み等

<改定後運賃の公示>
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利用者の理解を得るための取組み等

○ 運賃改定にあたり、（一社）東京ハイヤー・タクシー協会においてプレスリリースを行い、周知を徹底。
○ タクシー車内や乗り場において周知を行った。 

タクシー業界の取組み

<プレスリリース> <車内周知広告>
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利用者の理解を得るための取組み等

<乗り場における周知>
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3.(2)消費者のサービス利便性の確保・向上
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ユニバーサルデザインタクシーの普及について

20（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢東京のタクシー2024｣から国土交通省が抜粋



UDタクシー認定レベル準1の新設について

レベルごとの基準 国の支援措置

その他 レベル準１ レベル１ レベル２

スロープ耐荷重 200㎏以上 300㎏以上 300㎏以上

乗降用手すり なし あり あり

足元照明 なし あり あり

乗降口明度差 なし あり あり

車いすスペース レベル準１ レベル１ レベル２

長さ 1,100mm以
上

1,300mm以上 1,300mm以上

幅 630mm以上 750mm以上 750mm以上

高さ 1,300mm以
上

1,350mm以上 1,400mm以上

車内傾斜角 15度以下 10度以下 概ね水平
車体表示マーク

レベル１ レベル２レベル準１

レベル準１ レベル１ レベル２

購入
補助

車両本体価格の
1/3
（上限40万円）

車両本体価格の
1/3
（上限60万円）

車両本体価格の
1/3
（上限60万円）

税制
支援

自動車重量税、自動車税（環境性能割）の減免
（ただしエコカー減税あり）

○令和６年４月１日にＵＤタクシー認定レベル準１を創設。
・ＵＤタクシーの導入が遅れている地方でのバリアフリーのすそ野を広げ、利用者利便の向上を図る。
・多種多様なＵＤ車両のラインナップを用意し、メーカー間の切磋琢磨を促し、より良い車両の開発につなげる。
・導入意欲はあるが、価格面で躊躇しているタクシー事業者に新たな選択肢を用意。
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レベル１（スロープ耐荷重：300kg）

トヨタ JPN TAXI
R2/1/14 認定

日産 セレナ
R６/7/10 認定

トヨタ シエンタ
R６/４/15 認定

トヨタ ノア/ヴォクシー
R６/5/22 認定

日産 NV200バネット
R６/7/10 認定

※

レベル準１（スロープ耐荷重：200kg）

R6.11.20現在

ホンダ ステップワゴン
R６/11/20 認定

主なＵＤ認定車両について
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消費者のサービス利便性の確保・向上

23

乗り場改善
<羽田空港第３ターミナルでの取組み>

■ハイヤー乗り場とタクシー降車場を見なおし、タクシー乗り場待機レーンを拡張

妊婦対応・育児支援

キャッシュレス決済の普及

■東京のタクシーでは、妊婦や子育て家庭向けに様々なサービスを提供している。

（令和５年３月３１日現在）

■利用者の支払方法の多様化に対応するため、クレジットカードやＩＣカード、
電子マネーによるキャッシュレスでスピーディーな支払いを可能としており、
導入台数は年々増加している。

ドライブレコーダーの普及

■事故後の対応の効率化が図られるとともに、安全に関する教育や指導にも活
用。また、警察と連携をとって事件などの犯罪捜査や防犯にも活用。

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢東京のタクシー2024｣から国土交通省が抜粋



訪日外国人観光旅客のための取組み
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○ 東京の法人タクシーは、訪日外国人観光旅客の利便性向上のため、スマートフォンアプリによる配車サービスや、
多言語対応タブレット端末の導入を行っている。

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢東京のタクシー2024｣から国土交通省が抜粋



訪日外国人観光旅客のための取組み

25

○ （一社）東京ハイヤー・タクシー協会において、「TSTiE（タスティー）ドライバー」認定制度を創設し、認定を受けた
乗務員が、訪日外国人観光旅客に対し、英語での観光案内を行っている。

○ また、（公財）東京タクシーセンターにおいて、訪日外国人観光旅客への接遇向上のため、外国人旅客接遇研修
及び外国人旅客接遇英語検定を実施している。

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢東京のタクシー2024｣から国土交通省が抜粋



3.(3)消費者等の意見の反映
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消費者等の意見の反映

○ 地域公共交通会議等の場において、会議の主宰者である地方公共団体や、構成員である地域住民から、タク
シーに関する意見等がなされた場合は、真摯に対応することとしている。

国土交通省の取組み

○  （一社）東京ハイヤー・タクシー協会において、毎年、利用者に対するアンケート調査を行い、その調査結果を公
表、また、今後のサービス改善のための参考としている。

タクシー業界の取組み

27

タクシー運賃について、
昨年11月14日に運賃の改定が

実施されましたが、それ以前と
比べてご利用回数はどうなりま
したでしょうか？

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢２０２３年度（第３２回）タクシーに関するアンケート調査結果｣から国土交通省が抜粋



消費者等の意見の反映

28
（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢２０２３年度（第３２回）タクシーに関するアンケート調査結果｣から国土交通省が抜粋



29

顔なじみのドライバーだから、お子様の送迎に安心です(^_-)-☆
★ キッズ担当の顔なじみの精鋭乗務員であり、料金も後払いの対応なので、お子様

だけでの乗車を可能としています。
主に、学校・塾等と自宅間の送迎に人気があり、また、新生児・乳幼児をお連れの
場合でも、周囲を気にすることなく、安心して乗車できます。

「いざ病院！」のとき、２４時間いつでも駆けつけます(^_-)-☆
★ 事前にお客様の情報を登録することで、２４時間３６５日！

いざというときに素早く確実に病院へ向かうことが可能で、乗車してから乗務員
への道案内も不要

陣痛タクシー（マタニティ・タクシー／妊婦対応）

キッズタクシー（育児支援）

出産を控える妊婦の緊急時に移動するにあたっての手段としてタクシーが必要要望

子育てをする中で、塾等の送り迎えに安心できるタクシーが必要要望

消費者からの要望に対する取り組み

○  日々、消費者の方々から寄せられる要望をとりまとめ、業界全体として必要な対応を行っている。



タクシーの車内を清潔にすることが重要要望

ニューノーマルタクシーの導入

空気のきれいなタクシーで安心・安全
★ ニューノーマルタクシーは、清潔で快適な移動空間の提供を目指すコン  

セプトカーであり、2021年より順次導入されています。
L字型飛沫防止セパレーター、高効率空気清浄機、空気清浄モニター、
防菌シート、防護版、車内抗菌処理を設置し、ウィルス対策を施し、
安心・快適に乗車できる車内環境を実現している。

大きな荷物がある際の対応が必要要望

ユニバーサルデザインのジャパンタクシー
★ セダン型タクシーに比べ、UDタクシーは、身障者はもとより海外か

らお見えになるトランク・大型キャリーバッグを持っているユーザー
でも乗りやすいタクシーとして都内においては、約18,000台が導入   
されており、順次拡大する方向である。

ジャパンタクシーの導入

消費者からの要望に対する取り組み

女性ドライバーを増やしてほしい要望

女性乗務員の推移
★ 女性の社会進出の声を聴きつつ、各社において、女性の

採用の間口を広げ、女性の就労関係に配慮

女性乗務員の普及促進
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タクシー乗り場の混雑解消のためのポーターの配置（東京駅）

○ 東京駅八重洲口タクシー乗り場では、令和 5 年 12 月 28 日 正午より、5台同時乗車実証実験中。
○ 東京タクシーセンターのHPにて、定点カメラの映像からタクシー待ちの混雑状況を約30秒毎表示。
○ 東京駅八重洲口において、効率的な乗車案内、などを行う案内員（ポーター）を配置し、乗り場の混雑
解消することで、利用者の利便が向上。

取組内容

実情

○5台同時乗車の本格実施にあたり、乗り場脇の
植栽の一部撤去のほか、スロープ等の乗り場の整
備などが必要。
令和７年２月末までに工事を終了予定。

○タクシー待ちの混雑状況の表示
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3.(4)タクシー乗務員の労働環境の改善
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運賃改定実施によるタクシー乗務員の労働条件改善状況調査の実施

○ 運賃改定実施によるタクシー乗務員の労働条件改善状況を確認するため、（一社）東京ハイヤー・タクシー協会
及び関東運輸局東京運輸支局が、運賃改定を行った法人タクシー事業者２８８社に対し、調査を実施。その調査
結果を令和６年５月２４日にそれぞれのＨＰで公表した。

  ※協会会員事業者２６１社については協会が調査を実施し、協会会員外事業者２７社については東京運輸支局が調査を実施した。

１．調査対象事業者数

運賃改定を行った法人タクシー事業者２８８社

２．調査対象期間

運賃改定前 令和３年１２月から令和４年５月
運賃改定後 令和４年１２月から令和５年５月

３．調査項目

①平均増収率
②賃金上昇率及び賃金改善率
③一般運転者に係る営業収入に占める賃金支給率の変動状況 
④その他労働条件改善状況

※２８８社中、１社は定時制乗務員のみの在籍であったため対象から除外。また、１社は調査表未提出。
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運賃改定実施によるタクシー乗務員の労働条件改善状況調査の実施

<東京ハイヤー・タクシー協会の調査> <東京運輸支局による追加のヒアリング>

〈調査項目〉
○平均増収率
○運転者一人平均賃金上昇率
○賃金改善率
○営業収入に占める賃金支給率
○その他労働条件改善状況

○左記調査の結果を踏まえて、改定
による賃金改善率０％未満の事業
者や営業収入に占める賃金支給
率が低下した事業者にヒアリング
を実施 34



運賃改定実施によるタクシー乗務員の労働条件改善状況調査の結果

①平均増収率（２８６社平均）

○運賃改定前後における平均増収率 ３１．６８％

○増収率がプラスとなった事業者 ２８１社

10%以上 9%以上
10%未満

8%以上
9%未満

7%以上
8%未満

6%以上
7%未満

5%以上
6%未満

4%以上
5%未満

3%以上
4%未満

2%以上
3%未満

1%以上
2%未満

0%以上
1%未満

2社 1社 0社 0社 0社 0社 0社 0社 1社 0社 1社

○増収率がマイナスとなった事業者 ５社

平均増収率は、次の算式により算出。
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10%以上 9%以上
10%未満

8%以上
9%未満

7%以上
8%未満

6%以上
7%未満

5%以上
6%未満

4%以上
5%未満

3%以上
4%未満

2%以上
3%未満

1%以上
2%未満

0%以上
1%未満

269社 4社 0社 2社 0社 1社 1社 1社 1社 0社 2社

50%以上 45%以上
50%未満

40%以上
45%未満

35%以上
40%未満

30%以上
35%未満

25%以上
30%未満

20%以上
25%未満

15%以上
20%未満

10%以上
15%未満

38社 11社 19社 28社 48社 44社 37社 28社 16社



運賃改定実施によるタクシー乗務員の労働条件改善状況調査の結果

②賃金上昇率及び賃金改善率（２８６社平均）

○一般運転者（※）に係る運転者１人平均賃金上昇率 ３２．８４％

○運賃改定前後における賃金改善率

10%以上 9%以上
10%未満

8%以上
9%未満

7%以上
8%未満

6%以上
7%未満

5%以上
6%未満

4%以上
5%未満

3%以上
4%未満

2%以上
3%未満

1%以上
2%未満

0%以上
1%未満

285社 0社 0社 0社 0社 0社 1社 0社 0社 0社 0社

改定前（令和３年１２月～令和４年５月）
１人平均給与月額（6ヶ月）

改定後（令和４年１２月～令和５年５月）
１人平均給与月額（6ヶ月）

２８６，０２１円 ３７９，９４６円

※一般運転者とは定時制乗務員を除く運転者をいう。

賃金改善率は、次の算式により算出。
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50%以上 45%以上
50%未満

40%以上
45%未満

35%以上
40%未満

30%以上
35%未満

25%以上
30%未満

20%以上
25%未満

15%以上
20%未満

10%以上
15%未満

35社 25社 26社 31社 55社 47社 37社 25社 4社



運賃改定実施によるタクシー乗務員の労働条件改善状況調査の結果

③一般運転者に係る営業収入に占める賃金支給率の変動状況（２８６社平均）

○賃金支給率が上昇した事業者 ２６６社

110%以上 109%以上
110%未満

108%以上
109%未満

107%以上
108%未満

106%以上
107%未満

105%以上
106%未満

104%以上
105%未満

103%以上
104%未満

102%以上
103%未満

101%以上
102%未満

100%以上
101%未満

14社 7社 5社 2社 12社 13社 26社 41社 52社 40社 54社

○賃金支給率が低下した事業者 ２０社

99%以上
100%未満

98%以上
99%未満

97%以上
98%未満

96%以上
97%未満

95%以上
96%未満

94%以上
95%未満

93%以上
94%未満

92%以上
93%未満

92%未満

7社 7社 2社 1社 1社 1社 0社 1社 0社

賃金支給率の変動状況は、次の算式により算出。

○一般運転者に係る営業収入に占める賃金支給率の変動 １０２．５５％

37



運賃改定実施によるタクシー乗務員の労働条件改善状況調査の結果

④その他労働条件改善状況

○運賃改定後に実施した労働環境の改善

・脳ドック等各種検診に係る補助 ４０社
・アプリの導入 ３７社
・防犯仕切版の設置 １９社
・ＱＲコード決済等電子決済機器の設置 ５社
・社内施設の新設・改修 ２４社
・ＵＤ車両等の導入 １９社

○手当類の創設・拡充

・手当類の創設 ４社
・手当類の拡充 ７社
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労働条件改善状況調査の結果を踏まえたヒアリング等調査

○ 労働条件改善状況調査において、一定の改善状況に達していないと認められる事業者及び改善状況が確認で
きない事業者を対象に、東京運輸支局がヒアリング等調査を実施し、その結果を令和６年９月３０日に支局ＨＰで
公表した。

２．調査結果

１．調査対象事業者数

次の①～③のいずれかに該当した事業者２１社

①改定による賃金改善率０％未満の事業者（一般運転者一人平均）・・・０社
②営業収入に占める賃金支給率が低下した事業者（一般運転者）・・・２０社
③調査表を提出していない事業者・・・１社

<調査結果公表文>

○上記１．②に該当した２０社のうち１８社（※）に対してヒア
リング等調査を実施した結果、やむを得ない事由により賃
金支給率が低下したことが確認できたため、指導対象から
除外した。 

○上記１．③に該当した１社に対してヒアリング等調査を実
施した結果、労働条件の改善が図られていることが確認で
きたため、指導対象から除外した。 

※２０社のうち２社については、事業譲渡譲受に伴い廃業したため、ヒアリング等調査の対象から除外した。

（指導対象から除外した主な理由）
・労働時間の短縮に伴い、賃金支給率が低下したもの
・運賃改定前の期間において新型コロナウイルス禍の影響
により営業収入が減少し、運転者の賃金を確保す るため
本来の歩合率よりも高い割合で賃金を支給していたもの
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